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令和７年度 第２回

山口県職員カスタマーハラスメント対策会議

令和７年11月21日
総務部人事課
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議題

Ⅰ

Ⅱ 山口県職員カスタマーハラスメント対応方針（案）

カスタマーハラスメントに関する職員アンケート結果
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カスタマーハラスメントに関する
職員アンケート結果

Ⅰ
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カスタマーハラスメント（カスハラ）の状況

人2,083

回答者

%51

回答率

R7.6.10～R7.6.30

調査期間（21日間）

%41
過去３年間

経験有

B .ない

59%

A. ある

41%

過去3年間にカスハラを受けた経験のある職員

カスハラ調査

調査結果概要
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1.0%

1.0%

4.1%

84.4%

20.9%

35.0%

その他

E. インターネットやＳＮＳ上

D. メール

C. 電話

B. 外出先（相手方の事業所や現場な
ど）

A. 執務室又は庁舎内会議室等（相手
方が来庁）

カスハラを受けた場所・場面

カスハラ被害概要①

＜課題＞
電話によるカスハラへの対策が必要
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1.9%

8.2%

1.7%

2.2%

9.6%

13.2%

33.1%

58.2%

38.7%

59.7%

24.9%

4.7%

23.0%

51.5%

41.5%

1.4%

その他

O. 業務と無関係な言動（セクハラ、プライバシー侵害、個人の属性に関する…

N. 無断で職員や職場内等を撮影する

M. インターネットやＳＮＳなどへの掲載、書き込み

L. 正当な理由のない補償や代替措置等の要求

K. 基準を満たさない許認可や施策の実施等の要求

J. 揚げ足取り、執拗な責め立て、当初の要求からの話のすり替え

I. 長時間の拘束（窓口・電話・居座りなど）

H. 何度も来庁や電話する

G. 同じ要求を繰り返す

F. 権力者等とのつながりをほのめかす

E. 土下座や謝罪文の作成など過度な謝罪の要求

D. 不必要・執拗な上司への面会要求

C. 大声での威圧

B. 暴言、侮辱、脅迫、誹謗中傷など（精神的な攻撃）

A. たたく、殴る、物を壊すなどの暴行（身体的な攻撃）

カスハラの内容・行為

カスハラ被害概要②

暴言・暴力型

リピート型

時間拘束型
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カスハラ被害概要③

13.2%

52.9%

31.5%

10.2%

A. 30分以内

B. 30分以上1時間未満

C. 1時間以上2時間未満

D. 2時間以上

長時間の拘束・対応

＜課題＞
カスハラと感じる時間
⇒30分以上が最多
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3.6%

4.2%

6.6%

49.0%

35.5%

4.9%

6.4%

33.2%

17.2%

34.3%

1.4%

37.9%

その他

K. 要求に応じた（一部応じた場合も含む）

J. 謝り続けた

I. とにかく傾聴を続けた（何もできなかった）

H. 相手方が引き下がるまで説明を繰り返した

G. 警察や弁護士など、外部の機関等の協力を得た

F. 本庁の専門部門や他の出先機関など、県の他部署の協力を得た

E. 対応方法などを職場内で協議して改めて対応した

D. 対応者を変更した（上司などに引き継いだ）

C. 上司など複数人で対応した

B. 迷惑だからやめてほしいと伝えた（ＳＮＳへの書き込み等）

A. これ以上、対応できない旨を伝え、対応を打ち切った

受けたカスハラにどのように対応

カスハラ被害概要④

＜課題＞
対応終了等を判断する基準が必要
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10.3%

7.7%

1.4%

9.0%

11.7%

26.9%

32.5%

26.7%

35.8%

その他

H. 特に苦慮しなかった

G. 無断で職員等の録画などを行う県民等に対して、適切な対応がとれなかった

F. 対応方法に困った際に、上司や同僚の支援が十分に得られなかった

E. 上司等を出してよいか、判断がつかなかった

D. 相手方に対応の中止等を伝えたが、理解を得られなかった

C. カスハラと感じたが、対応中止を言い出せなかった

B. 具体的な対応を定めたマニュアル等がなく、どのように対応すべきかわからな

かった

A. 要望との区別が難しいなど、カスハラと判断してよいかわからなかった

カスハラ対応に苦慮した点

カスハラ被害概要⑤

＜課題＞
〇 カスハラを判断する基準が必要
〇 カスハラへの対応を組織的に定
めておく必要がある
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2.4%

7.3%

1.7%

3.6%

1.3%

10.0%

1.7%

39.6%

40.2%

39.5%

46.3%

36.9%

14.5%

63.2%

その他

M. 特に何もなかった

L. 通院（診療内科などの医療機関を受診）や服薬に至った

K. 体重が増減した

J. 仕事を休むことが増えた

I. 眠れなくなった

H. 職場でのコミュニケーションが減った

G. 仕事に対する意欲や生産性が低下した

F. 業務のパフォーマンスが低下した

E. 業務がひっ迫し、時間外勤務が生じた

D. 電話を取りたくなくなった

C. 仕事をやりたくなくなった

B. 身の危険を感じた

A. 怒りや不満、不安を感じた

カスハラを受けた際の心身への影響

カスハラ被害概要⑥

＜課題＞
〇 カスハラを受けた職員へのメンタルケアなどが必要
〇 カスハラは円滑な業務執行に悪影響を及ぼす
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山口県職員カスタマーハラスメント
対応方針（案）

Ⅱ
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〇  本年６月、国において労働施策総合推進法が改正され、本県においても、迷惑行為が多様化・深

刻化していることから、カスハラ対策の一層の充実に努めることが急務となっている。

〇 カスハラの判断基準や職員の対応のあり方、県民への周知方法等を整理した上で、予防と対策の

両面から具体的な取組について検討するとともに、人材の確保と質の高い行政サービス提供の観

点からは、カスハラを受けた職員のケアが重要となることから、相談・研修体制の構築についても

検討を進める必要がある。

〇 そのため、本年中に県職員向けのカスハラ対応方針等を策定することとしたい。

経 緯

１ カスハラ対応方針等の策定

① カスハラ対応方針（公表）

   基本的な考え方、職員の対応、研修・相談体制等を定めた基本方針

② カスハラ対応マニュアル（内部資料）
具体的な対応要領をまとめた職員向けのマニュアル

策定予定
＜都道府県の対応状況＞ R7.6時点

・カスハラマニュアルの策定 ２２団体

・録音機能付き電話機導入済み ２４団体

・職員向け相談窓口設置済み ２３団体
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２ 体制の整備

検討・推進体制

新たに「山口県職員カスタマーハラスメント対策会議」を設置

山口県職員カスタマーハラスメント対策会議

部局内各課・室

出先機関

〇所掌事務
(1) カスタマーハラスメントに対する対応方策に関すること。  (3) 各部局にわたる連絡及び協力に関すること。
(2) カスタマーハラスメントに関する情報共有に関すること。 (4) 職員への周知啓発に関すること。

各部局主管課

各県民局

〔会長〕 総務部長 〔副会長〕 総務部次長
〔委員〕 本庁各部局主管課長等、各県民局長 事務局：人事課

（情報共有）
（地域内出先機関）

〇組織体制

     カスハラ発生の報告

     情報共有/連絡・周知

      （事例に基づく助言等）
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山口県職員カスタマーハラスメント対応方針(案) <概要>

２ カスタマーハラスメントの定義

県民等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当

性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な

ものであって、当該手段・態様により、職員の就業環境が害されるもの

１ 基本方針

〇 県職員は、県民等からの意見、要望、苦情等には真摯に対応している。

〇 一方で、一部では、長時間にわたる要求や職員への暴言、威圧的な言動

など、カスタマーハラスメントに該当する行為が起きている。

〇 これらの行為から職員を守り、行政サービスを適正に提供するため、カ

 スタマーハラスメントには毅然とした態度で組織的に対応する。

３ 各主体の責務・心構え

(1) 所属長の責務

職員をカスハラから守り、組織として適切に対応する。

(2) 職員の心構え

カスハラには毅然と対応する、研修等により知識の習得に努める。

４ カスタマーハラスメントへの対応

(1) 類型別の対応

〇 時間拘束型、リピート型、暴言・暴力型、威嚇・脅迫型、権威型、

職場外拘束型、ＳＮＳ等での誹謗中傷型、セクハラ型 の８類型に分類

〇 類型別の対応方針を明示（終了の目安（時間・回数）や警察への通報等）

(2) 各所属における対応

〇 本庁は副課長等、出先機関は次長又は総務課長等を中心に対応

〇 所属内での報告や職員間の情報共有体制を確立

(3) 警察や弁護士等との連携

   〇 悪質な事案に対しては、警察への通報を検討

 〇 必要に応じて弁護士等の専門機関と連携して対応

６ カスタマーハラスメントの防止

(1) 基本方針の周知・啓発

(2) 職員向けのカスハラ対応マニュアルの整備

（３） その他
〇 名札、職員録等を職員のプライバシーに配慮したものへ見直し
〇 録音・録画・時間の計測など、検証可能な証拠を収集できるよう検討

７ 対象

 本方針は、知事部局及び労働委、議会・各種委、企業局、教委事務局の所

属及び職員に適用する。

５ 相談・研修体制の整備

(1) 職員相談窓口

職員総合相談室の体制強化

(2) 職員の対応力向上のための研修
所属内研修やひとづくり財団と連携し、職員の対応力の向上を図る
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